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9. 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域を管轄する特別区の名称及びその地

域の町名 

本事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域は、事業区域中心から約800mまでの範囲

（景観の現地調査の近景域）及び電波障害遮へい障害範囲とし、図9-1に示す範囲である。 

当該地域を管轄する特別区の名称及びその町名は、表9-1に示すとおりである。 

表9-1 当該地域を管轄する特別区の名称及びその町名 

特別区の名称 町  名 

品川区 

 

広町一丁目の一部、広町二丁目の一部、 

南品川四丁目の一部、南品川五丁目の一部、南品川六丁目、 

東大井三丁目の一部、東大井四丁目の一部、東大井五丁目、東大井六丁目の一部、 

大井一丁目、大井二丁目、大井三丁目の一部、大井四丁目の一部、大井五丁目の一部、 

大井七丁目の一部、 

西大井一丁目の一部、西大井二丁目の一部、西大井三丁目の一部、 

二葉一丁目の一部、二葉二丁目の一部、 

豊町二丁目の一部、豊町三丁目の一部、 

西品川一丁目の一部、西品川二丁目の一部、西品川三丁目の一部 

 

大田区 

 

山王一丁目の一部、山王二丁目の一部 
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図9-1 

環境に影響を及ぼすおそれがある

地域 
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